
 

平成 22 年２月 17 日 

消 費 者 庁 

 

まつ毛エクステンションに関する安全性の確保について 
 

 まつ毛エクステンションに関する消費者事故等については、平成 21 年 12

月８日付けで関係行政機関等から消費者庁に重大事故等として１件通知され

ております。 

 また、近年、本施術を受けた方々が消費生活センター等に対して、まぶた

や目などの健康被害に関する相談を行う事例が増加していることから、今般、

独立行政法人国民生活センターはまつ毛エクステンションにおける危害事例

を分析し、その問題点や消費者へのアドバイス等をとりまとめました。※ 

この中には、有資格者（美容師）でない者が違法にまつ毛エクステンショ

ンの施術をしていると思われる相談事例等が報告されていること、目や目元

に生じた危害は重大な消費者事故等（角膜炎や角膜潰瘍等）につながるおそ

れがあることから、消費者庁としては、まつ毛エクステンションに関する安

全性の確保策を講じるよう、別添のとおり、厚生労働省に要請しました。 

 

※ 独立行政法人国民生活センターは、平成 22 年 2 月 17 日付けで、「まつ毛エクステン

ションの危害」について記者公表しました。 

＜まつ毛エクステンションを受けられる方へ＞ 

まつ毛エクステンションは、接着剤など化学物質を目の近くで使うなど、

安全性に十分な配慮がなされなければ、目などに大きな負担を伴う行為であ

り、まぶたや目などに健康被害を招くおそれがあります。 

 まつ毛エクステンションを受けられる方は、この施術に伴う負担等につい

て事前に理解し、万が一問題が発生したら、ただちに診察を受けましょう。 

 また、施術には資格（美容師）が必要であり、施術を予約する際などに、

施術者が美容師であることを事前に確認しましょう。 
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